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 「大飯原発３、４号機の再稼働と
　　　関電のピーク電力問題」について

早川光俊（CASA 専務理事）

１ 大飯3、4 号機の再稼働と関電管内
の今夏の電力不足
　日本政府は、関電管内では、今夏のピー
ク電力時に14.9％の供給不足が生じる可能性
が有り、停電などの供給不足を起こさない
ためには大飯3、4号機の再稼働が必要とし
ています。
　この根拠となっているのが、エネルギー
環境会議の電力需給に関する検討会合の「需
給検証委員会報告書」（平成24年5月）です。
一方、関電は5月15日に大阪府市のエネルギ
ー戦略会議に、「今夏の需給対策について」
を提出し、供給力確保や需給対策により予
備力不足は5.1％に圧縮でき、大飯3、4号機
が再稼働できれば14.9％の予備力不足は0％
に解消できるとしています（表１）。
　しかし、この関電の予測は、供給量は過
小に、需要量は過大に評価されているなど、
その想定には多くの疑問があります。CASA

の検討では供給量が需要量を下回ることは無
く、大飯3、4号機の再稼働は必要ありません。

トピック

6 月 18 日、野田政権は福井県知事の同意が得られたことを理由に大飯原発 3、4 号機の再
稼働を正式に決定しました。再稼働を必要とする理由は、夏のピーク時（最大電力時）に電
力供給不足が生じ、停電が起こりかねないからだとされています。しかし、本当に大飯原発
3、4 号機を稼働させないと電力不足で停電などが起こるのでしょうか。CASA では、関西
電力管内の夏のピーク時の電力受給と大飯原発再稼働問題について検討し、6 月 12 日、「大
飯 3、4 号機の再稼働の必要は無い～関電管内のピーク電力と大飯原発再稼働についての検
討～」を発表しました。

 大飯 3、4 号機の再稼働の必要は無い
～関電管内のピーク電力と大飯原発再稼働についての検討～

2012 年 6 月 12 日
地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）

表１ 今夏の需給対策について
(万kW）

大飯3、4号機
再稼働なし

大飯3、4号機
再稼働あり

①供給力 2542 2988
原子力 0 236

火力 1923 1923

水力 254 254

揚水 239 449

地熱等 5 5

融通等 121 121

②需要 2987 2987
③予備力（①－②） －445 1
予備率（％。③÷②） －14.9 0
＊ 関西電力の大阪市・大阪府のエネルギー戦略会議
　 への提出資料から。
＊ 「②需要」は随意供給計画による節電分を見込ん
　 だ場合の数値。
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表２　今夏の電力需給問題 ( 関電管内）
（単位万 kW）

設備 2011 年
実績

3/11 以前
の 5 年平均

政府予測　
2012/5/7

関電試算　
2012/5/15 CASA 試算

①供給力 3827 2947 2540 2542 2752 2978 

②需要 2784 3023 2987 2900 注 2 2784 注３

①－② 163 －483 －445 －148 194 

予備力 (%) 5.9 －16.0 －14.9 －5.1 7.0 

供給力内訳

設備 2011 年
実績

3/11 以前
の 5 年平均

政府予測　
2012/5/7

関電試算　
2012/5/15 CASA 試算

供給力 3827 2947 2540 2542 2542 2768 

  原子力 943 337 0 0 0 0 

  火力 1952 1754 1923 1923 1923 1923 

  水力（一般） 385 273 254 254 254 254 

  水力（揚水） 506 465 237 239 239 465 注４

  地熱など 41 0 5 0 5 5 

  融通など 117 121 110 121 121 

追加供給力 210 210 

  太陽光 30 注 1 30 

  自家発追加  18 18 

  融通追加 162 162 

追加後の供給力 3827 2947 2540 2542 2752 2978 
注 1/ 太陽光 8 万 kW と水力 22 万 kW。
注 2/ 定着分節電のみは 3015 万 kW。随時調整契約分▲ 28 万 kW。昨年並みの節電効果▲ 73 万 kW。追加

削減対策▲ 14 万 kW（節電家庭へのプレゼント▲ 7 万 kW。企業との計画的節電 7 万 kW。家庭用新料
金 0.3 万 kW）。　

注 3/2011 年実績。
注 4/2011 年実績。

　「CASA試算」が政府予測や関電予測と大
きく異なっているのは、揚水発電の供給力
と需要予測です。揚水発電の供給力と需要
予測を昨年（2011年）実績とするCASAの試
算では７％程度の予備力があり、大飯3、4
号機を再稼働させる必要はまったくありま
せん。

2-1　揚水発電の過小見積もり
　政府や関電は揚水発電を239万kWしか計

２　政府予測、関電試算とCASA試算
　関電管内の電力需給についての政府予測、
関電予測、CASA予測を表にしたのが表２で
す。
　表２の右から3つ目の「政府予測2012/5/7」
が15％の供給不足が生じるとする政府予測
で、右から2つ目の「関電試算2012/5/15」
が関電が大阪府市のエネルギー戦略会議に
提出した試算です。一番右の「CASA試算」
がCASA の考える供給力と需要です。
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上していませんが、CASA試算では465万kW
を計上しています。この465万kWは2011年
実績値です。関電には506万kWの揚水発電
設備があり、CASA試算は92％程度を稼働さ
せるに過ぎません。CASAの想定と政府・関
電の想定とでは226万kWの差があり、これ
は大飯3、4号機の発電量238万kWにほぼ匹
敵し、揚水発電量を2011年実績で想定すれ
ば、大飯3、4号機は稼働させる必要がない
ことを示しています。
　「需給検証委員会報告書」は、「ポンプの
能力、夜間の汲み上げ時間（＝昼間の運転
必要時間）などの制約から上部ダムを満水
にできない」ことを理由としています。し
かし、揚水発電は負荷に応じた出力調整が
可能で、ピーク電力時のみにピーク利用す
ればよく、中部、北陸、中国などの予備力
のある他電力の昼間の融通を強化すること
で、関電管内の揚水発電の昼間の運転時間
を短縮することは十分可能と考えられます。
さらに、十分余力のある東電や東北電力か
ら融通可能量100万kWを昼間に融通するこ
とで、関電管内の揚水発電の昼間の運転時
間を短縮することも可能です。
　また、2011年夏に「関電試算2012/5/15」
の供給力2752万kWを超えたのは6時間に過
ぎません。「政府予測2012/5/7」の供給力
2542万kWを超えたのも100時間です。この
程度の時間、揚水発電を92％程度稼働させ
ることができないとは、到底考えられませ
ん。

2-2　需要の過大見積もり
　「需給検証委員会報告書」の需要想定は、
2010年の猛暑時のピーク需給量を前提に、
2010年から2012年の景気上昇分を経済影響
として見込み、これに2010年から2011年の
需給減少分から定着している節電分を控除

したとされています。
　気象庁は、2010年夏（6 ～ 8月）は1898年
に統計を開始してから最も暑い夏で、これ
まで最も暑かった1994年を0.28℃上回ったと
しています。113年間で一番暑かった時のピ
ーク電力を想定の前提とすることは明らか
に過大想定です。
　気象庁は2011年夏と秋は全国的に高温だ
ったとしており、2011年夏の実績値を前提
とするCASAの想定は決して過小ではありま
せん。
　ちなみに、「需給検証委員会報告書」の
各電力の需要想定は、表３のとおり軒並み
2011年実績を大きく上回って、その合計は
1345万kWにもなります。中部、北陸、中国
電力だけでも252万kWになります。この252
万kWだけでも大飯3、4号機を超えています。

表３　ピーク需要
(万kW）

① 2 0 1 0
年実績

②2011
年実績

③政府
予想

③－②

北海道電力 506 485 494 9

東北電力 1557 1246 1422 176

東京電力 5999 4922 5520 598

中部電力 2709 2520 2648 128

関西電力 3095 2784 2987 203

北陸電力 573 533 558 25

中国電力 1201 1083 1182 99

四国電力 597 544 585 41

九州電力 1750 1544 1610 66

合計 1345

　さらに、ピーク電力は電力各社で同じ日
同じ時刻に出るわけではありません。2010
年の中西日本６電力の最大電力の単純合計
は9925万kWですが、実際の最大電力は9811
万kWと114万kW小さくなっています。この
ことは、大飯3、4号機の１基分に相当する
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電力が中西日本の５電力から融通が可能な
ことを示しています。
　これらのことは、融通電力も「需給検証
委員会報告書」の想定より、はるかに多く
可能なことを意味しています。
　「需給検証委員会報告書」は、定着した節
電分として102万kWを控除しています。こ
の102万kWは、昨秋と今春の節電の平均で
ある2.85％（88万KW）を定着した節電分と
考えれば過小ではないとしています。しか
し、これは対策無しでの節電分だけで、そ
れに加えて追加対策をすることを排除して
いません。関電自体が、5月15日に追加対策
を大阪府市のエネルギー戦略会議に提案し
ていることがそれを証明しています。
　追加対策としては、夏の逼迫時に電気を
切る条件で割安の料金を適用する「需給調
整契約」を増やしたり、大口需要家にピー
ク電力時間は料金が２倍になるような割増
し料金を設定したり、逆に節電すれば料金
を割り引くなどの対策も考えられます。
　ピーク電力に寄与している電力需要は、
業務（ビルなど）と工場の冷房空調で、こ
うした大口電力需要家との需要調整を戦略
的に行うことを事前に調整しておくことが
必要です。東京都は庁舎での2011年夏のピ
ーク電力を、冷房温度28℃設定、ロビーな
どの空調停止、窓際や廊下などの一部消灯、
エレベーターの1/2休止、自販機の休止など
で、2011年夏ピーク電力は前年比29％削減
を達成したと報告されており、こうした対
策を大口需要家と調整しておくことも有効
な対策のひとつです。
　電力会社の給電司令所は、需給ギャップ
が起きないようにする系統運用を日常的に
行っており、仮にピーク電力が予想を上回
りそうな場合は、「需給調整契約」の供給カ
ットでの調整や、大口電力需要家との戦略

的な需要調整などの対策・政策を組み合わ
せれば、予想を超えるピーク電力にも十分
に対応可能と考えられます。これを関電だ
けでなく、中部、北陸、中国電力と連携し
て行えば、より効果的な需給調整が可能で
す。

2-3  大飯3、4号機の再稼働は不必要
　以上の通り、政府や関電の需給の想定は、
需要を過大評価し、供給力を過小評価する
ことで、ピーク時の電力不足を描き出し、
大飯3、4号機の再稼働を必要としています。
需給検証委員会報告書の想定は、追加対策の
ための資料で、これ以上節電や供給力増加
ができないとするものではありません。こ
の報告の「関電15%不足」だけ見て「15%不足」
が「避けられない」、大飯3、4号機の再稼働
が必要だとするのは、短絡的に過ぎます。
　CASAは、需要と供給を正当に評価すれば、
７％程度の予備力を確保でき、大飯3,4号機
は稼働させる必要はまったくなく、予想を
超える需要にも対策・政策を組み合わせれ
ば十分に対応可能と考えます。

３　節電について
　地球温暖化は急速に進んでおり、その対
策は喫緊の課題となっています。日本政府
は2020年25％削減目標を下方修正する方向
で検討を始めたと報道されていますが、国
際公約となっている25％削減目標を放棄す
ることは許されません。
　地球温暖化対策は突き詰めれば、省エネ
と再生可能エネルギーへのエネルギー源の
転換しかありません。とりわけ省エネは有
効な対策であり、そのための節電は地球温
暖化としても進める必要があります。
　しかし、夏のピーク電力不足の問題と、
日常的な省エネ（節電）とは区別する必要
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があります。
　ピーク電力時の停電などの回避は、極めて
限定された時間の対応で、そのために原発を
再稼働させなくても、十分対応可能です。
　しかし、地球温暖化対策のためには、日常
的な省エネ（節電）、即ち年間を通しての省
エネ（節電）が必要です。全国でみると、大
口需要家は休日・深夜労働シフトなど電力量
が減らないピークカットを重視したため、家
庭や小規模商店などの「電灯」、町工場など
の「電力」、大規模工場・オフィスの「高圧」
では2011年度に前年比5-6%の電力消費削減
を達成したのに、最も規模の大きな需要家で
ある「特別高圧」は3.5%しか削減できません
でした。大口電力需要家との戦略的な需要調
整や、持続可能な節電対策（省エネ製品の普
及、無駄な空調などの停止、効率化）などの

「定着する節電」を戦略的に進める必要があ
ります。また、節電策として、太陽熱温水器
やコジェネレーションなどの熱利用が重要で
す。家庭では、電力消費量を確実に増やすオ
ール電化等を見直す必要があります。

４　再稼働をどう考えるか
CASAは、福島原発事故が未だ収束してお

らず、事故の状況や原因がまったく明らかに
なっていないなかで、安易に原発の再稼働を
すべきではないと考えます。仮に、定期点検
中の原発を再稼働するにしても、最低限、以
下の条件をクリアーする必要があると考えま
す。
①　地震や津波、事故（経年劣化、人為的ミ

ス、破壊活動等）などのあらゆる可能性を
考慮した、安全性の確保と事故に対応した
万全な防災対策の策定・実施。

政府が再稼働の基準としているストレス
テストでは安全性が確認できたとは言えま
せん。大飯原発は、防潮堤は平成25年度、
免震構造、放射線遮へい性能を持つ免震事
務棟や、ベントのフィルター設置は平成27
年度完成予定となっており、安全性に重大
な疑問があります。

②　周辺の自治体及び住民の同意。
　周辺自治体には、関西全域の自治体が含
まれるべきです。大飯原発などの福井県の
原発が事故を起こした場合、愛知県、三重
県を含む関西一円に被害が及ぶことにな
り、とりわけ琵琶湖が汚染された場合、水
道水として利用している1400万人を超える
人々が深刻な影響を受けることになりま
す。こうした影響を受けることが予測され
る範囲の自治体や住民の同意は不可欠で
す。

③　国民的な十分な議論を経た原発政策の決
定。
　福島原発事故を契機にエネルギー政策の
見直しが進められています。いま、福島原
発事故を教訓に原発をエネルギー政策でど
う位置づけるかを決めることは、私たち現
代世代の将来世代に対する責務です。エネ
ルギー政策についての国民的議論の結果を
待つことなく、なし崩し的に再稼働を急ぐ
ことは、未来の子どもたちに対する背信行
為です。

恣意的に作られた電力不足
　この CASA の「検討」は、電力の需給関係
から大飯原発 3、4 号機の再稼働の必要性を検
討したものです。日本政府は大飯原発 3、4 号
機が再稼働しないと約 15％の電力不足が生じ

るとしています。しかし、政府のピーク時の電
力需給予測には、供給力で揚水発電の発電可能
量を過小に見積もり、需要で 113 年前の観測開
始以来もっとも暑かった 2010 年夏の電力需要
を前提にするなどの過大な見積もりがありま
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す。昨年の夏の揚水発電量とピーク電力需要を
前提とする CASA の試算では、逆に 7％の余剰
があるとの結果になっています。
　確かに昨年夏のピーク時の電力需要は、様々
な節電努力が行われて、例年より下がっていま
すが、今年も昨年と同程度ないし昨年以上の節
電を準備することは可能だったはずです。例え
ば、電力会社が企業との間で、電力が足りなく
なりそうな場合に節電に協力してもらい、そ
の代わりに料金を割り引く需給調整契約とい
うものがあります。契約内容は様々ですが、
事前（例えば 3 時間、1 時間前など）の通告で
5000kW 以上の節電をするなどの例があり、こ
れを使えばピーク時の需給調整が可能になりま
す。ところが、関電の需給調整契約は昨年 3 月
末には 260 件あったものが、今年 3 月末には
24 件に減ってしまっているそうです＊１。
　さらに「検討」ではあまり触れませんでした
が、経産省の調査では、関電管内に企業など
の自家発電設備が 685 万 kW あり、これに中
国、四国、九州電力の分（西日本）を加えると
2170 万 kW に及ぶとされています。このうち、
一般電気事業者（電力会社）に売電しているの
は関電管内で 64 万 kW、西日本全体では 115
万 kW とされ、余剰電力があるとの回答も関電
管内で 66 万 kW、西日本全体で 147 万 kW あっ
たとされています＊１。関電の試算では自家発電
の追加は 18 万 kW しか計上しておらず、これ
らの自家発電の活用の努力がまったくみられま
せん。
　原発停止によるピーク時の電力不足は予想で
きたことなのに、需給調整契約を増やす努力も
なされず、自家発電設備の活用も検討されてい
ないのでは、再稼働のために電力不足を恣意的
に作ろうとしていると疑いたくなります。

再稼働問題をどう考えるか
　そもそも大飯原発 3、4 号機の再稼働の可否
は、電力の需給問題とは関係ないはずです。細
野原発担当相も繰り返し「再稼働と電力の需給
は関係なく、（再稼働の可否は）安全性で判断
する」と発言しています。
　しかし、その「安全性」にも大きな疑問があ
ります。大飯原発 3、4 号機は、原子力安全・
保安院が示した 30 の安全対策の半分程度しか
達成できていません。
　防潮堤のかさ上げの完成は平成 25 年度、放
射性物質の放出を低減するフィルタを通じて格
納容器内の蒸気を逃がすフィルタ付ベント設備
の設置や免震事務棟については平成 27 年度完
成予定となっています。とりわけ免震事務棟が
無いまま稼働させることは事故が起きた際に、
現場対応ができなくなることを意味します。こ
の免震事務棟というのは、福島第１原発事故の
際、吉田所長などが陣頭指揮をとったところ
で、国会で清水東電前社長は「事故のとき、免
震棟がなかったらと思うとゾッとする」と答弁
しています。
　またストレステストでは安全性の確認はでき
ず、さらに大飯原発では、施設の直下に活断層
があることも指摘されています。
　CASA では、「検討」の「4　再稼働をどう
考えるか」に書いた条件を満たさない限り、再
稼働すべきではないと考えています。
　福島原発事故を起こしてしまった私たち世代
は、いま真剣に原発を将来のエネルギー源とし
て選択するのかどうかを議論しなければなりま
せん。それが将来世代への私たちの責任だと思
います。

＊１　河野太郎議員の「原発再稼働についての細野大臣の発言等に関する質問主意書への答弁書」　　　
　　 （http://www.taro.org/2012/04/post-1195.php）。


